
認定基準等チェック表 （第１表 絶対値基準用）

（注意事項） 

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前２年（初回のみ２年、更新は５年）内に終了した各事業年度の

うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、３月決算法人が令和５年７月に申請書を提出する場合、過去２年内に事業年度の変更を行っていなければ、実績判定期間は初 

めて認定を受ける法人の場合は令和３年４月１日から令和５年３月31日（更新時は５事業年度）となります。 

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを記載してください

（第２表以下についても同様です。）。

・ なお、認定審査の過程において、年３，０００円以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合がありますので、寄附

者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

※ 休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は３，０００円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額を加算した金額以上の寄

附者数となります。

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース 実績判定期間 2023 年 5 月 1 日～2025 年 4 月 30 日 

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数（※）の合計数

が年平均100人以上であること 

ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄

✔

【留意事項】 

１ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。 

２ 寄附者の数の算出に当たっては、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としてください。 

３ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。 

実績判定 

期間内の 

各事業年度 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 

自 2023 年 5 月 1 日 2024 年 5 月 1 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

至 2024 年 4 月 30 日 2025 年 4 月 30 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

年 3,000 円以上の寄附者

の数(※)が 100 人以上で

ある 

はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ はい・いいえ 

【寄附者名簿チェック欄】 

✔ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

✔ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

✔ 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上記の欄で「いいえ」に○がついた場合は、下記の欄で判定してください。 

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円以上の寄附者の数（※）が年 100人未満の事業年度があ
る場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円以上の寄

附者の数(※） 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 合計 

129人 81人 人 人 人 人 Ａ 210人 

実績判定期間の月数 
一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。 

Ｂ 24月 

実績判定期間の年3,000円以上の寄附者数(※） 
Ａ 

210人 
× 12 

＝ 105人 ≧ １００人 
実績判定期間の月数 

Ｂ 
24  月 

 ↑ 

小数点以下は切り捨てます。 

書式第４号（法第４４条･５１条関係）



認定基準等チェック表 （第２表）

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース ﾁｪｯ ｸ欄

２  実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が５０％未満であること ✔ 

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。） 

ロ 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動（会員等に対する資

産の譲渡等を除く。） 

  （注意事項） 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ……………………… ①
（指標  ）

3,085,579 円 

①のうちイ～ニの活動に係る金額等 ……………………… ② 125,640 円 

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行われ

るもの等を除く。）に係る金額等
ⓐ

0 円 

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
ⓑ

0 円 

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ⓒ 125,640 円 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ⓓ 0 円 

ニ
特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
ⓔ

0 円 

合 計 （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） ⓕ 125,640 円 ➯②へ

基準となる割合 （②÷①） ……………………………… ③ 4.07％ 

（注意事項） 

③については、小数点以下第３位を切り捨てた数値を記載してください。

書式第６号の①（法第４４条・５１条・５８条関係）



 

 
 

「認定基準等チェック表」（第２表）記載要領 
項    目 記  載  要  領 注 意 事 項 

「すべての事業活動に係る金
額等①」欄 
 
 

 活動計算書の事業費の合計金額（その他の事業
がある場合は、特定非営利活動に係る事業費計と
その他の事業の事業費計の合計金額）を記載しま
す。 
 また、算出方法を具体的に示す資料を添付して
ください。 

 実績判定期間において使用する「指標」は、例
えば、その実績判定期間に行った事業活動に係る
事業費の額、従事者の作業時間数など合理的なも
のを使用します。 

「①のうち上記イ～ニの活動
に係る金額等②」欄 

「合計ⓕ」欄の金額等を転記します。  

「ⓐ～ⓔ」各欄共通事項 
 
 

「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等は、①で用
いた「指標」と同様の「指標」により算出します。 

 「ⓐ～ⓔ」の各欄に記載する金額等については、
重複する部分がある場合には一方から控除して記
載します。 

「会員等に対する資産の譲渡
等の活動（対価を得ないで行
われるもの等を除く。）に係る
金額等ⓐ」欄 

会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に係る活動（対価を得ないで行われる
もの等を除きます。）に係る金額等を記載します。 

この表において「会員等」とは、次の者をいい
ます。（＊補足も参照してください。） 
① 当該申請に係る法人から継続的に若しくは反
復して資産の譲渡等を受ける者又は相互の交
流、連絡若しくは意見交換に参加する者として
当該法人の帳簿又は書類その他に氏名（法人に
あっては、その名称）が記載された者であって、
継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け
る者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に
参加する者 

② 役員 
③ 会員 
 なお、①においては、当該法人の運営又は業務
の執行に関係しない者で、当該法人が行う不特定
多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であ
って、当該資産の譲渡等以外の当該法人の活動に
関係しない者は除きます。 
 
この表において「対価を得ないで行われるもの

等」には、次の対価を得て行うものを含みます。 
① 資産の譲渡等に係る通常の対価の 10％相当額
以下のもの及び交通費、消耗品費等の実費相当
額 

② 役務の提供の対価で最低賃金法による最低賃
金相当金額以下のもの及び付随費用の実費相当
額 

「会員等相互の交流、連絡又
は意見交換その他その対象が
会員等である活動に係る金額
等ⓑ」欄 

会員等相互の交流、連絡、意見交換など、その
対象が会員等である活動（以下の①及び②に該当
するものを除きます。）に係る金額等を記載しま
す。 
① 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又
は役務の提供（以下「資産の譲渡等」といいま
す。）に係る活動 

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲げる
活動又は同表第 20号の規定により同表第 19号
に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は
指定都市の条例で定める活動を主たる目的とす
る法人が行う、その会員等の活動（公益社団法
人若しくは公益財団法人又は認定特定非営利活
動法人である会員等が参加しているものに限り
ます。）に対する助成 

「便益が及ぶ者が特定の範囲
の者である活動に係る金額等
ⓒ」欄 
 
 

会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属
する者、特定の地域に居住し、又は事務所その他
これに準ずるものを有する者その他その便益が及
ぶ者が特定の範囲の者である活動（以下の①及び
②に該当するものを除きます。）に係る金額等を記
載します。  
① 会員等に対する資産の譲渡等の活動に               
係るもの 

② 特定非営利活動促進法別表第 19 号に掲げる
活動又は同表第 20号の規定により同表第 19号
に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は
指定都市の条例で定める活動を主たる目的とす
る法人が行う、その会員等の活動（公益社団法
人若しくは公益財団法人又は認定特定非営利活
動法人である会員等が参加しているものに限り
ます。）に対する助成 

この表において「特定の地域」とは、一の市区
町村の一部で地縁に基づく地域をいいます。 

「特定の著作物又は特定の者
に関する活動に係る金額等
ⓓ」欄 

特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、
広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動に係
る金額等を記載します。 

 

「特定の者に対し、その者の
意に反した作為又は不作為を
求める活動に係る金額等ⓔ」
欄 

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は
不作為を求める活動に係る金額等を記載します。 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

○ 会員等について、例えば、登録された者を対象とし継続・反復して行われるカルチャースクールや、講習会のような活動によ

り役務の提供を受ける者（法規第12条に該当する者を除きます。）は会員に類する者に該当すると考えられます。 また、例え

ば、登録された者を対象とした次のような相互の交流・連絡・意見交換に該当する活動に参加する者についても、会員等に該当

すると考えられます。  

・サークルや同窓会のような活動 

・過去の参加者のみに案内状を送付し、過去の参加者のみが参加したシンポジウム（実態として過去の参加者のみを対象とした

活動であるため） 

 

○ 「会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し、又は事務所その他これに準ずるものを有する

者その他その便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動」は、便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動に該当しますので、便

益を受ける者に対する直接の活動に限られず、間接的ではあるがその活動の結果、特定の範囲の者に便益が及ぶ活動も該当しま

す。 

 

○ 「市区町村」とは、日本国内の市区町村をいいますので、特定非営利活動法人が行った活動が、外国の同一の市町村内の者の

ために行われたものである場合には、その活動は、法第４５条第１項第２号ロ（４）の「特定の地域として内閣府令で定める地

域に居住し、又は事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する者」に便益が及ぶ活動には該当しません。 

 

○ 「著作物」とは、著作権法の保護の対象となるものに限りません。ただし、現在において一般に普通名詞で表現されるように

なったものは、同号ハにいう「特定の著作物」には該当しません。 

 

○ 「特定の者に対し、その者の意に反した作意又は不作為を求める活動」とは、特定の者の意に反する活動が該当するため、直

接、その特定の者に対して活動を行う場合に限られず、間接的ではあるが、当該特定の者の行っている活動の認知度、当該特定

の者と特定非営利活動法人との関係等から、その特定の者に対してその者の意に反する活動を行っていると認められる活動は、

これに該当します。 

記載要領の補足 



 

          認定基準等チェック表 （第３表）      （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

３ 運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること 

 イ  役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ３分の１以下であること 
✔ 

   ⑴  役員及びその親族等 

   ⑵  特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等 

 ロ  各社員の表決権が平等であること 

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記 

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること 

ニ  支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと 

 イ 

   項  目 

 

 

 

区  分 

役員数 

最も人数が

多い「親族

等」のグルー

プの人数 

割 合 

 

（②÷

①） 

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数 

割 合 

 

（④÷①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

ⓐ 
2023 年 5 月 1 日～2024 年 4

月 30 日 5 人 0 人 0％ 0 人 0％ 

ⓑ 
2024 年 5 月 1 日～2025 年 4 

月 30 日 5 人 0 人 0％ 0 人 0％ 

ⓒ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓓ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓔ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

ⓕ 年 月 日～ 年 月 日 
人 人 ％ 人 ％ 

申 請 時 
5 人 0 人 0％ 0 人 0％ 

（注１） 各欄の人数等は、第３表付表１「役員の状況」から転記してください。 

（注２） ③及び⑤については、小数点以下第２位を切り捨てた数値を記載してください。 

  ロ 

各社員の表決権が平等である ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

 上記を証する書類の名称とその内容等 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ  
定款第 27 条第一項に「メンバーの表決権

は、平等なものとする」と規定。 

  

（注意事項） 

・ 認定基準等チェック表（第 3 表）は、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時において

も記載及び添付する必要があります。その場合、上記ロの記載の必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した

書式第７号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 

事項について、改めて記載する必要はありません。 

第３表（次葉） 
ハ 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

はい 
・ 

いいえ 

㊟ 該当する項目を○で囲み、監査証明書又は第３表付表２「帳簿組織の状況」を添付してください。 

 ニ 

項       目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時 

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽

の記載がある等の不適正な経理の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

  
（注意事項） 

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項

について、改めて記載する必要はありません。 

 
「認定基準等チェック表」（第３表）記載要領 

項  目 記  載  要  領 注 意 事 項 

イの各欄 

 

区分欄の「ⓐ～ⓕ」の各欄には、実績判定期間の各事

業年度（又は各年）を記載します。 

第３表付表１「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。 

 

ロの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

 「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例

えば、「定款（又は会則）第○条に『各正会員の表決権

は、平等なものとする』と規定」のように記載します。 

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄

には証する書類の内容を文言のとおりに記載し

ます。 

ハの各欄 

 

 

該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期

間（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。 

① 「会計について公認会計士又は監査法人の

監査を受けている」の「はい」に「○」した

場合には監査証明書を添付してください。 

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿

書類の保存を青色申告法人に準じて行ってい

る」の「はい」に「○」した場合には、第３

表付表２「帳簿組織の状況」を記載し添付し

てください。 

ニの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。 

なお、「ⓐ」から「ⓕ」については、イに記載する各期

間（「ⓐ」から「ⓕ」）を示したものです。 

 

 
 
 
 

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないものを

いい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を明らか

にしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。 

 

記載要領の補足 



 

 
役 員 の 状 況           第３表付表１ 

法人名 
特定非営利活動法人東京オペラ・

プロデュース 
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時 

役  員  数 5 人 5 人 人 人 人 人 5 人 

 ⑴ 最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数 
0 人 0 人 人 人 人 人 0 人 

⑵ 最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数 

0 人 0 人 人 人 人 人 0 人 

 

役 員 の 内 訳 

氏  名 住  所 職名 続柄等 

就 任 等 の 状 況 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申  
就任・退任 

年月日 

松尾史子 

 

理事  

○ ○     ○ 

2019年 2月 12

日就任 

飯坂純 

 

理事  

○ ○     ○ 

2019年 2月 12

日就任 

北沢さおり 

 

理事  

○ ○     ○ 

2022 年 8 月 1

日就任 

白井和之 

 

 

理事  

○ ○     ○ 

2022 年 8 月 1

日就任 

金井千尋 

 

監事  

○ ○     ○ 

2019 年 10 月

18日就任 

            

            

            

            

            

            

            

書式第８号（法第４４条･５１条･５８条関係） 
 
 



 

            

            

            

（注意事項） 

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項

について、改めて記載する必要はありません。



帳 簿 組 織 の 状 況  第３表付表２

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

仕訳帳 会計ソフト freee
データ保管 

都度 7年 

総勘定元帳 会計ソフト freee
データ保管 

都度 7年 

 

 

（記載要領） 

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「都度」、「毎日」、「週１回」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

書式第９号（法第４４条･５１条･５８条関係）



認定基準等チェック表 （第４表）     （初葉） 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄

４ 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
✔

ロ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％以上であ

ること 

ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動の事業費に充てていること 

イ 

項  目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

ロ 

項  目 ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

（注意事項） 

・ 「認定基準等チェック表（第4表）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表（次葉）」（ハ及びニ）の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。

書式第１０号（法第４４条･５１条･５８条関係）



（第４表 次葉）

ハ 

項  目 実績判定期間 注・「ハ」について、事業費以外の指

標により計算を行う場合には、

使用した指標及び単位を記載

してください。 事 業 費 の 総 額 ① 3,085,579円 

特定非営利活動に係る事業費の額 ② 3,085,579円 

特定非営利活動の割合 （②÷①） ③ 100％ 

使用した指標 単位

ニ 

・ 算出方法を具体的に示す資料を

添付してください。

項 目 実績判定期間 

受   入   寄   附   金   総   額 ① 1,207,000円 

受入寄附金総額のうち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額
② 1,207,000円 

受入寄附金の充当割合 （②÷①） ③ 100％ 

※ハ、ニについて、実績判定期間中に「特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明記して下さい。 

勘 定 科 目 金 額 

円 

（注意事項） 

・「認定基準等チェック表（第４表 次葉）」（ハ及びニ）は、法第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に

は記載及び添付の必要はありません。 

・「ハ及びニ」の③については、小数点以下第３位を切り捨てた数値を記載してください。 



 
    役員等に対する報酬等の状況           第４表付表１ 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース 

 
役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者（注１）（以下「役員等」という）に対する報酬又は給与の支給（実績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等）について記載してください。 
（注１）「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。 
①  役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族  
②  ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 
③  ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内 

の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 
④  ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者 

 
イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（ロを除く。） 

氏    名 職 名  
法人との関係

（注２） 
報酬・給与の 
区    分 

支 給 期 間 等 支 給 金 額 

該当なし      

      

      

      

      

      

      

      

      

（注２）注１の①～④の内容を具体的に記述します。 

 
 
ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額 
集 計 期 間 2023年 5 月 1 日 ～  2025年 7月17日 
 

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額 

0人 0円 
  
（注意事項） 

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第4表付表1）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の

提出時には記載及び添付の必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。 

書式第１１号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 
 

役員等に対する資産の譲渡等の状況等      第４表付表２（初葉） 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース 

１ 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係（注）にある者（以下「役員等」という）又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等（実績判

定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等）について以下

の項目を記載してください。 
（注）「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。 

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係 

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係 

③ 上記①又は②に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係 

 

⑴ 資産の譲渡（棚卸資産を含む。） 

 
取 引先の 氏名等 

法人との 
関 係 

譲 渡資産 の内容 
譲 渡 
年 月 日 

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等  

なし    円  
    円  
    円  
    円  
    円  
    円  
    円  

 
⑵ 資産の貸付け（金銭の貸付けを含む。） 

 
取 引先の 氏名等 

法人との 
関 係 

貸付資産の内容 
貸 付 
年 月 日 

対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等  

 
 

 
 

 
運転資金借入 

 
2022/11/28 2,000,000円 

金銭消費貸借契約によ

る。金利0％。 
返済期限2023/11/28 

 
 

 
 

 
運転資金借入 

 
2023/11/28 2,000,000円 

金銭消費貸借契約によ

る。金利0％。 
返済期限2024/11/28 

 
 

 
 

 
運転資金借入 

 
2024/11/28 2,000,000円 

金銭消費貸借契約によ

る。金利0％。 
返済期限2025/11/28 

    円  

    円  

     円  

    円  

  

（注意事項） 

・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等（第4表付表2）」は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提

出時には記載及び添付の必要はありません。 

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55 条第 1 項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。 

書式第１２号（法第４４条･５１条･５８条関係） 



 
 

 

 

 

 
  

 第４表付表２（次葉） 

⑶ 役務の提供（施設の利用等を含む。） 
 

取引先の氏名等 
法 人 と の 
関 係 

役務の提供の内容 
役務の提供年

月日 
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等  

  サーバ使用料 2023
年度分 

2023/5/1 ～

2024/4/30 
60,000円 覚書による（年額60,000円） 

  オペラ演出料 2024/03/21 20,000円 覚書による 

  オペラ監修料 2024/10/27 30,000円 覚書による 

  オペラ監修料 2025/03/22 30,000円 覚書による 

  サーバ使用料 2024
年度分 

2024/5/1 ～

2025/4/30 
60,000円 覚書による（年額60,000円） 

  オペラピアニスト 2024/03/21 20,000円 覚書による 

  オペラピアニスト 2024/10/17 30,000円 覚書による 

  オペラピアニスト 2025/02/27 100,000円 覚書による 

  演奏会ピアニスト 2025/02/27 40,000円 覚書による 

  オペラピアニスト 2025/03/22 30,000円 覚書による 

  オペラ制作料 2024/03/21 20,000円 覚書による 

  オペラ制作補佐 2024/10/18 6,000円 覚書による 

  オペラ出演 2023/12/25 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/08/26 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/08/26 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/08/26 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/08/26 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/08/26 25,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/12/11 40,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/12/11 40,000円 覚書による 

  オペラ出演 2024/12/30 40,000円 覚書による 

 

２ 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項 
（該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。） 
なし 

 
３ 支出した寄附金（実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに支

出した寄附金） 
 支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等  

なし   円  

   円  

 



認定基準等チェック表 （第５表） 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース ﾁｪｯｸ欄

５ 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること 

✔ 

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等（個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの） 

ロ 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ニ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類 

ヘ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則（社内規則）等がある場合には、その細則（社内規則）等を添付してください。 

同  意

する しない

イ

① 事業報告書等（事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10 人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面）

② 役員名簿

③ 定款等（定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し）

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ニ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位５者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者（役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20 万円以上であるものに限る。）の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a  役員等に対する報酬又は給与の支給の状況（b に係る部分を除く。）

b  給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

へ 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

（注意事項） 

・認定基準等チェック表第５表は、法第 55 条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

書式第１３号（法第４４条･５１条･５８条関係）



認定基準等チェック表 （第６表）

６ 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第２８条に規定する事業報告書等を同法第

２９条の規定により所轄庁に提出していること

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄

✔

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無 

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ

○有 ・ 無 ○有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

認定基準等チェック表 （第７表）

７ 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄

✔

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ 申 請 時

有 ・ ○無  有 ・ ○無  有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ ○無  

  注・認定基準等チェック表（第７表）は、法第55条第1項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に記載及

び添付する必要があります。 

認定基準等チェック表 （第８表）

８ 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過し

ていること

ﾁ ｪ ｯ ｸ欄

✔

事業年度 5  月 1 日～  4 月 30  日 設立年月日 2019 年2 月 12 日 

（注意事項） 

・ 法第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）の提出時に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表（第６表及び第８表）の記載の必要はありません。また、法

第５５条第１項に基づく書類（役員報酬規程等提出書類）に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

認定基準等チェック表 （第６、７、８表）

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース 

書式第１４号（法第４４条･５１条･５８条関係）



欠格事由チェック表 

法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。 
１ 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合 

✔

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204 条等（注１）若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者

ニ 暴力団の構成員等（注２）

２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 
３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 
４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しない法人（認
定、特例認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その４」並び
に関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります）。 

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 
６ 次のいずれかに該当する法人 
イ 暴力団
ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

１ 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ ○無  

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５

年を経過しない者の有無 
有 ・ ○無  

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から５年を経過しない者の有無 

有 ・ ○無  

ニ 暴力団の構成員等の有無 有 ・ ○無  

２ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しない法人 はい・いいえ

３ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい・いいえ

４ 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過

しない法人
はい・いいえ

添付

書類

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記４に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書  

「その４」並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること  

※その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※役員報酬規程等提出書には添付不要

５ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しない法人 はい・いいえ

６ 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 はい・いいえ

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・いいえ
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寄附金を充当する予定の事業内容等 

 
法人名 特定非営利活動法人東京オペラ・プロデュース 

 
 

 事 業 名 具 体 的 な 事 業 内 容 
実施予定

年 月 

実施予

定場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者の

範囲及び予定

人 数 

寄附金充当 

予 定 額 

オペラや演奏会の制

作・上演事業 
オペラティック・コンサート

制作・上演 
年間 3～4
回 

都内 15 名／1
回あたり 
 

オペラ愛好者

など一般顧客、 
約200名／1回
あたり 

400 千円／1
回あたり 
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